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つまり、県立高校における学校関係団体費は学校教育における経費であり、従って地方財政法第四条の5の適用対象。強制的割当徴収は出来ない。
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学校関係団体費の支払いは、関係団体の会員が対象であり、保護者全員に支払いを課せるものではない。
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現実には機械的に強制徴収され、説明・報告は皆無。

k.kondoh
吹き出し
朝講座・土曜講座代について決算報告書はあるのか？




















